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１　別紙２「入札一覧表」の各入札（ただし，番号１８の入札を除く。）の「入札参加

業者」欄記載の各被告は，それぞれ，宇治市に対し，当該「入札参加業者」欄
記載の他の被告らと連帯して，当該入札の同一覧表「損害額」欄記載の金員
及びこれに対する平成１４年５月１１日（ただし，被告株式会社青木組について
は同月１２日）から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。

２　原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
３　訴訟費用はこれを５分し，その４を原告らの各負担とし，その余を被告らの連

帯負担とする。
事実及び理由

第１　請求
別紙２「入札一覧表」（以下「一覧表」という。）の各入札の「入札参加業者」欄記載

の各被告は，それぞれ，宇治市に対し，当該「入札参加業者」欄記載の他の被告らと
連帯して，当該入札の一覧表「請求額」欄記載の金員及びこれに対する平成１４年５
月１１日（ただし，被告株式会社青木組については同月１２日）から支払済みまで年５
分の割合による金員を支払え。

第２　事案の概要
１　本件は，宇治市の住民である原告らが，宇治市が平成７年度（平成７年４月１日か

ら平成８年３月３１日まで。以下この意味で「年度」という。）から平成１１年度までの
間に発注した一覧表記載の土木建設工事の各入札（以下「本件各入札」という。）
において，土木建設業者である被告らが違法な談合を行い，その結果，落札金額
が不当につり上げられて，各工事の契約金額が適正価格より高額になり，宇治市
が損害を被ったなどと主張して，平成１４年法律第４号による改正前の地方自治法
（以下「法」という。）２４２条の２第１項４号後段により，被告らに対し，不法行為に
基づく損害賠償金及びこれに対する遅延損害金を宇治市に支払うよう求める住民
訴訟である。

２　基礎となる事実（争いのない事実のほか，甲１ないし甲４８，乙①１ないし７０（いず
れも枝番を含む。），宇治市及び京都府に対する調査嘱託の各結果（これらをあわ
せて以下「本件各証拠」という。）並びに弁論の全趣旨により容易に認められる事
実）
(1)ア　原告らは，いずれも宇治市の住民である。

イ　被告らは，いずれも宇治市に本店を置く，土木建設等を業とする者であり，宇
治市が発注する土木建設等の工事の受注について，その入札に参加する資
格を有する指名業者の登録を受け，平成７年度から平成１１年度の間，土木
工事や建設工事等についてＡランクの参加資格の指定を受けていた。

(2)　宇治市は，平成７年度から平成１１年度にかけて，一覧表の「工事名」欄に記
載された各工事の入札を，一覧表の「入札日」欄記載の各日付けで実施し，それ
ぞれについて，被告らを含む一覧表の「入札参加業者」欄記載の各業者が参加
して，同欄の下線を付した各業者が，一覧表の「落札金額」欄記載の各金額で落
札し，それぞれ，宇治市との間で，その落札金額に消費税相当額（平成７年度及
び平成８年度に入札が行われたものにあっては３％（ただし，番号４０及び４１に
あっては５％），平成９年度以降に入札が行われたものにあっては５％）を加えた
金額を工事代金として工事請負契約を締結し，それぞれの工事を実施して，宇
治市からその工事代金を受領した。

なお，本件各入札における予定価格に対する落札金額の割合（以下「落札
率」という。）は，一覧表の「落札率」欄記載のとおりであり，最高で９９．９８％，最
低でも９７．８８％であった。

(3)ア　原告らは，宇治市において平成７年度から平成１１年度にかけて行われた，
本件各入札を含む土木建設工事の入札について，それぞれ，これに先立っ
て，入札参加業者の間で談合が行われた結果，落札金額及び工事代金額が
高額となり，宇治市が損害を被ったと主張して，宇治市監査委員に対し，平成
１３年９月２０日，宇治市長に被告らへの損害賠償請求を勧告するよう求める
監査請求（以下「本件監査請求」という。）を行った。

イ　宇治市監査委員は，本件監査請求に基づく監査の結果，相当数の入札の際
に談合が行われた事実があったと認め，宇治市長に対し，談合のあった入札
を特定次第，できるだけ速やかに，談合を行った入札参加業者に対して，損
害賠償を請求するよう勧告することとし，原告らに対し，同年１１月１６日付け



「住民監査請求にかかる監査の結果について」と題する文書により，その旨通
知した。

(4)　宇治市長は，本件監査請求に基づく監査の際，本件各入札等において談合が
あったとの疑惑に対する措置に関する公正取引委員会の結論が出ると予想され
る平成１４年３月までは，入札参加業者に対して損害賠償請求を行わないとの方
針を示していたが，平成１４年３月を経過してもなお，損害賠償請求を行わなか
った。そこで，原告らは，同年４月２５日，本件訴えを提起した。

(5)　宇治市は，本件各入札のほとんどについて，被告らによる談合が行われたも
のと判断し，これによって落札金額が不当につり上げられ，宇治市が損害を被っ
たとして，平成１４年９月ころ，被告らに対し，宇治市が各工事の代金として支払
った額の１０％に相当する額を，それぞれ連帯して賠償するよう求めたが，被告
らはこれに応じなかった。

３　争点及びこれに関する当事者の主張
(1)　原告らが行った本件監査請求は適法か（争点１）。

（被告株式会社青木組，被告新栄建設株式会社，被告株式会社京都現代建
設，被告玉井建設株式会社の主張）
「怠る事実」の是正を求める監査請求であっても，それが財務会計上の行為

が違法，無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の行使を怠る事
実に係るものであるときは，違法，無効とされる財務会計上の行為のあった日又
は終わった日を基準として法２４２条２項本文の規定が適用され，それらの日か
ら１年以内に監査請求をしなければならない。

本件各入札は，最も新しいものでも平成１１年７月１９日に実施されており，原
告らが本件監査請求を行ったのは平成１３年９月２０日であるから，既に監査請
求期間は経過していた。したがって，原告らの本件訴えは，適法な監査請求を経
ていないから，不適法である。
（原告らの主張）
ア　監査委員が怠る事実の監査を遂げるために，特定の財務会計上の行為の

存否，内容等について検討しなければならないとしても，当該行為が財務会
計法規に違反して違法であるか否かの判断をしなければならない関係にはな
い場合には，そのような監査請求には法２４２条２項本文の規定は適用されな
い。

イ　本件監査請求の対象事項は，宇治市が被告らに対して有する損害賠償請求
権の行使を怠る事実であるところ，本件監査請求を遂げるためには，監査委
員は，宇治市が被告らと請負契約を締結したことやその代金額が不当に高い
ものであったか否かを検討せざるを得ないのであるが，被告らの談合，これに
基づく被告らの入札及び宇治市との契約締結が不法行為法上違法の評価を
受けるものであること，これにより宇治市に損害が発生したことなどを確定しさ
えすれば足り，宇治市の契約締結やその代金額の決定が財務会計法規に違
反する違法なものであったか否かの判断をしなければならない関係にはない
から，本件監査請求には法２４２条２項本文の規定の適用はなく，本件監査請
求は適法であり，本件訴えは適法な監査請求を経たものとして適法である。

(2)　被告らは，本件各入札において談合を行ったか（争点２）。
（原告らの主張）
ア　宇治市建設業協会（以下「協会」という。）の内部には，宇治市が発注する公

共工事の入札に参加する業者が集まって談合を行う「合理化委員会」と呼ば
れるものがあり，協会の事務局長であるａが，その取りまとめをしていた。合理
化委員会には，協会に加盟している業者だけではなく，これに加盟していない
業者にも声をかけ，参加してもらっていた。

イ　宇治市が建設工事を発注する場合，その入札に関する情報は，指名業者と
なった協会加盟業者を通じて，すべてａの下に集められることになっていた。
指名業者がはっきりしない場合は，ａの側で，宇治市の入札関係の仕事を一
括して扱っている管財契約課職員に連絡を取り，どの業者が指名業者になっ
ているかなどの必要な情報を手に入れていた。また，ａは，管財契約課職員か
ら設計金額も聞き出していた。

ウ　各入札について，どの業者が落札するかについては，過去の工事ごとの落
札状況を書いた「星取り表」と呼ばれる一覧形式の表に基づき，各業者に順
番に本命業者が回ってくるようにして，各業者がほぼ平等の割合で落札でき



るように調整がされていた。複数の業者が１つの工事の受注を巡って対立し
た場合には，組み合わされた２つの業者がそれぞれ話し合い，どちらが落札
するかを決めて勝ち進み，そのようにして勝ち残った業者同士が最終的な話
合いをして落札する業者を１つに絞り込む，通称「リーグ戦」と呼ばれる方法を
採っていた。このようにして落札することが決まった業者は，「本命業者」とか
「チャンピオン」などと呼ばれていた。

エ　このように，業者相互間で談合を行うことにより，ある工事をどの業者が落札
するのかについては，事実上決められている場合がほとんどであった。そし
て，本命業者は，ａの指示を受けて入札金額を決定し，他の業者に対しては，
自己の入札金額を記入した紙を渡しておいて，自分が落札できるように他の
業者の入札金額を調整していた。

オ　本件各入札は，それぞれ，上記のように，一覧表の「入札参加業者」欄記載
の各業者間で，そのうちだれが落札するかにつき事前に談合をして決定した
上で行われたものである。

（被告らの主張）
　本件各入札がいずれも被告らの談合によって落札され，価格等の決定がされ
たとの原告らの主張については，すべて否認する。

(3)　被告らの談合行為により，宇治市に損害が生じたか。生じたとして，その額は
幾らか（争点３）。
（原告らの主張）
ア　被告らの談合行為は，指名競争入札前に受注予定者を決め，その者が落札

できるように互いに入札予定価格を調整して，受注予定者に希望どおり落札
させるというものであるから，これは結局，指名業者間で公正な競争をするこ
とによって落札金額が低下することを防ぎ，ひいては宇治市との契約金額を
つり上げて受注した業者の利益を図るという目的のものであり，談合行為によ
って落札業者は利益を受けていたのであるから，宇治市が損害を被ったこと
は明白である。

被告らは，談合があったとしても，本件各入札の落札金額は適正額である
から宇治市には損害が発生していないと主張するが，談合行為の目的からし
て，談合が存在した場合とそうでない場合とにおいて，落札金額に差異を生じ
る蓋然性があることは明らかであり，かかる蓋然性が認められること自体，地
方公共団体についての損害を根拠付けるものである。

イ(ア)　宇治市における平成１２年４月１日から平成１５年１２月までの間に行わ
れた入札のうち，６０００万円以上の土木工事に関する入札結果報告書（甲
３９の１ないし１１７）によれば，平成１２年１月にａが競売入札妨害罪で逮捕
された後，平成１２年度においては，指名競争入札によって同じメンバーに
より入札が行われ，いまだ談合が根絶していなかったため，落札率は高率
となっているが，平成１３年度以降，一般競争入札，公募型指名競争入札，
工事希望型指名競争入札，簡易公募型指名競争入札等に入札方法が変
更されたことが功を奏し，落札率は著しく低くなっている。

このように，談合がなく，適正に入札が行われていれば，本件各入札に
おける落札金額は，一覧表の「落札金額」欄記載の金額の８割程度になる
ところ，談合の結果，高額で落札されたものである。したがって，宇治市は，
本件各入札において，少なくとも，それぞれの落札金額の２割相当額につ
き損害を被った。

(イ)　談合は不法行為に該当するから，本件各入札において談合を行った入
札参加業者は，宇治市に対し，自らが入札に参加した工事に対応する一覧
表の「請求額」欄記載の金員を，当該入札に参加した他の業者と連帯して，
それぞれ賠償する義務がある。

（被告らの主張）
ア(ア)　本件各入札は，参加資格につきランク制が設けられていたことや，指名

競争入札の方式で宇治市の登録業者のみが参加資格者とされていたこと
などにより，新規参入が妨げられ，自由競争が阻害されていたというべきで
ある。

また，予定価格は，標準的な施工能力を有する建設業者が，それぞれ現
場の条件に照らして適正な施工をする場合に必要となる経費を基準として
積算されるものであり，工事に使用される機械類，部材の質，量について
も，設計図書等によって宇治市から厳格な指示があることから，本件各入



札においては，価格競争の余地がほとんどなかったものである。
請負工事代金は，原価と一般管理費等からなるが，原価を割るという典

型的なダンピングは，自由競争を阻害する行為として禁止されており，また
一般管理費を削ることも困難であるから，値下げをするためには，業者は
利益を切りつめるしかない。建設業は長期不況下にあり，業種全体として企
業競争力がないことに照らせば，仮に１件当たり１０％の値引きをして入札
し，落札したとすると，業者は完全に赤字となる。したがって，業者間の価格
競争を想定するとしても，ほんの数％の範囲内でしか考えられない。

更に，業者のランク付けは，その業者に対する社会一般の評価であるか
ら，各業者は，受注した工事を適正に施工し，ランクの維持又は昇格を図る
ため，できるだけ設計金額に近いところで落札しようとする傾向にある。

(イ)　このように，落札金額が限りなく設計金額に近づく「上限張り付き現象」
は，談合の有無とは関係なく生じるものであり，自由競争阻害行為が存在し
なかったからといって，落札金額が低下する蓋然性は認められない。したが
って，宇治市に損害は発生していない。

イ　仮に，平成７年度から平成１１年度にかけて，被告らが談合を行っていたとし
ても，平成１２年１月にａが競売入札妨害罪で逮捕されるに至ってなお引き続
き談合を繰り返すということはあり得ないから，平成１２年度以降の入札は，談
合がない自由競争の状態で行われたというべきところ，宇治市において平成１
２年度に行われた入札の落札率は，それまでと比べてもほとんど変化はな
い。したがって，仮に被告らが談合を行っていたとしても，それによって落札金
額がつり上げられたということはなく，宇治市には何ら損害が生じていなかっ
たというべきである。

なお，平成１３年度以降の入札では，落札率が著しく低いものが多数見受
けられるが，これは，一部の業者による不当なダンピングが行われた結果で
あって，平成７年度ないし平成１１年度の想定落札金額を検討するに当たって
は，これを参考にすることはできない。

第３　当裁判所の判断
１　本件監査請求の適法性（争点１）について

(1)　普通地方公共団体の住民が，当該普通地方公共団体が不当又は違法に財産
の管理を怠る事実があるとして法２４２条１項の規定による住民監査請求をする
には，法２４２条２項の適用はなく，期間制限がないのが原則である（最高裁昭
和５２年(行ツ)第８４号同５３年６月２３日第三小法廷判決・裁判集民事１２４号１
４５頁参照）。しかし，当該監査請求について，当該普通地方公共団体の長その
他の財務会計職員の特定の財務会計上の行為を違法であるとし，当該行為が
違法・無効であることに基づいて発生する実体法上の請求権の不行使をもって
怠る事実として監査請求がされたとみざるを得ないときには，当該財務会計上の
行為があった日又は終わった日を基準として同条２項が適用される（最高裁昭
和５７年(行ツ)第１６４号同６２年２月２０日第二小法廷判決・民集４１巻１号１２２
頁参照）。しかしながら，その監査請求について，監査委員が怠る事実の監査を
遂げるために，特定の財務会計上の行為の存否，内容等について検討しなけれ
ばならないとしても，当該行為が財務会計法規に違反して違法であるか否かの
判断をしなければならない関係にはない場合には，法２４２条２項の規定は適用
されない（最高裁平成１０年(行ヒ)第５１号同１４年７月２日第三小法廷判決・民
集５６巻６号１０４９頁，最高裁平成１２年(行ヒ)第７６号，第７７号，第７９号から第
８５号まで同１４年７月１８日第一小法廷判決・裁判集民事２０６号８８７頁参照）。

(2)　本件監査請求の対象事項は，宇治市が被告らに対して有する損害賠償請求
権の行使を怠る事実であるが，当該損害賠償請求権は，被告らが，談合をした
上で宇治市の実施した指名競争入札に参加し，不当に高額な金額で落札して，
それに基づいて宇治市と不当に高額な代金で請負契約を締結した結果，宇治市
に損害を与えたという不法行為により発生したというものである。

そうすると，本件監査請求について，監査を遂げるためには，監査委員は，宇
治市が被告らと請負契約を締結したことや，その代金額が不当に高いものであ
ったか否かを検討せざるを得ないことになるが，宇治市の契約締結やその代金
額の決定が財務会計法規に違反する違法なものであったとされて初めて，宇治
市の被告らに対する損害賠償請求権が発生するものではなく，各入札における
被告らの談合行為，これに基づく被告らの入札及び宇治市との契約締結が不法



行為法上違法であるとの評価を受けるものであること，これにより宇治市に損害
が発生したことなどを確定しさえすれば足りることになる。したがって，本件監査
請求は，宇治市の契約締結を対象とする監査請求を含むものとみざるを得ない
ものではなく，法２４２条２項による期間制限を受けないものである。

(3)　本件訴えは，適法な監査請求を経て，法２４２条の２第２項に定める出訴期間
内に提起された適法なものである。

２　談合の有無（争点２）について
(1)　前記基礎となる事実に，本件各証拠及び弁論の全趣旨を総合すれば，以下の

事実が認められる。
ア(ア)　宇治市においては，外部の業者に業務を発注しようとする場合，一定の

例外を除けば，総務部管財契約課契約係を通じて業者と契約することとな
っていた。建設工事に関しては，工事担当課の課長から「工事請負契約依
頼書」が管財契約課主幹あてに提出され，主幹は，契約係の担当者に書類
を回し，その契約係の担当者において契約の相手方である業者を決める入
札手続や，その後の契約手続を行っていた。契約相手先の選択方法として
は，特別に大規模な工事を除けば，指名競争入札の方法が採られており，
入札に参加できるのは，宇治市に登録された業者に限られていた。

(イ)　指名を受けて入札に参加できる業者については，その実績や規模に応じ
てＡからＥランクまでの格付がされており，各入札の予算価格の規模に応じ
て，土木工事であれば，予算金額が６０００万円以上のものはＡランクの指
定を受けた業者（以下「Ａランク業者」という。Ｂランク以下の指定を受けた
業者についても同様にいう。），２０００万円以上６０００万円未満のものはＢ
ランク業者，１０００万円以上２０００万円未満のものはＣランク業者，３００万
円以上１０００万円未満のものはＤランク業者，３００万円未満のものはＥラ
ンク業者が入札に参加できるものとされていた。

(ウ)　宇治市の指名競争入札においては，設計金額に基づいて予定価格が定
められ，また，平成８年度までは最低制限価格制度が，平成９年度以降は
低入札価格調査制度が採用されており，これらを上下限として，業者による
競争入札が行われていた。なお，宇治市では，予定価格を決定するに際し
て，設計金額から数％を減額する，いわゆる「歩切り」が行われていた。

入札方法の選択や入札参加業者の選定に関する具体的な運用方法に
ついては，「宇治市競争参加業者選定基準及び運用基準」が設けられてお
り，これに従って，入札に参加する業者の選定を行うことになっていた。選
定基準には，競争参加資格，建設工事の運用基準及び発注標準などが決
められていた。

(エ)　設計金額は，予定価格等の基になる金額であり，設計金額が判明すれ
ばおおよその予定価格が推測できてしまうので，宇治市においては，平成９
年３月までは，設計金額は外部に公表してはならない秘密事項とされてい
た。しかし，同年４月１日からは，従来の入札制度が変わり，設計金額が公
表されることになった。なお，予定価格については，同日以降も公表されて
いない。

イ(ア)　工事担当課から契約係に回されてきた「工事請負契約依頼書」には，工
事名，工期，工事概要や設計金額が記載されているので，その案件にふさ
わしい契約の方法について，契約係の担当者が，選定基準に従い，いわゆ
る担当者案を作成していた。担当者は，工事予算額に応じて，名簿に登録
された業者の中からどの業者を入札の参加業者とするか，何社を入札に参
加させるかなどの業者選定の担当者案をその判断で作成していたが，それ
について明確な基準はなかった。担当者において入札参加業者を選定し契
約方法を決めて担当者案を作った後，これを基に，更に，担当者，契約係
長及び管財契約課主幹が集まって協議し，いわゆる事務局案を作り，この
事務局案を，宇治市業者選定委員会の部会に提出して審議してもらってい
た。業者選定委員会で契約方法や入札指名業者が選定された後，契約係
の担当者が，選定された指名業者に対し，電話等で入札参加業者となった
ことの連絡をし，指名業者に対する指名通知書，設計図書などの関係書類
を準備し，それらの書類を交付していた。

(イ)　宇治市における入札執行の現場には，当該契約を担当する管財契約課
契約係の担当者と，契約係長か契約係の他の職員が立ち会っていた。入



札室では，業者同士の会話は一切認められておらず，携帯電話の使用も
禁止されていた。担当者は，入札に参加する業者の出席を確認した後，各
業者に指示して入札箱に入札書を投かんさせ，全業者が投かんを終えた
後，予定価格調書の入った封筒の一部をはさみで切って中から予定価格調
書を取り出し，その場に持ち込んだパソコンで入札予定価格を算出した上，
入札箱から取り出した入札書の入札金額を比較して落札業者を決め，その
場で落札業者を発表していた。ただ，すべての入札金額が予定価格を上回
って，落札業者がないときは，１回目の入札時の入札金額の最低額を発表
し，その金額以下で入札するよう指示して２回目の入札を行い，このように
して，最大３回まで入札を繰り返すことになっていた。それでも落札業者が
決まらない場合には，その入札は不成立になった。

(ウ)　落札業者が決まると，工事担当課は，契約係と合議で契約締結の起案
書を作成し，その決裁を得た後，落札業者と契約の手続をした。

ウ　ｂは，平成５年度から平成９年３月まで，宇治市の総務部管財契約課主幹の
地位にあった者であり，また，ｃは，平成７年４月から平成１０年３月まで，同課
契約係主任の地位にあった者で，それぞれ，建設工事関係の入札や契約に
関する事務を担当していた。上記両名は，工事請負契約依頼書を通常の業務
過程で取り扱うため，容易に同書に記載されている設計金額を知ることがで
き，また，工事予算額をみて入札の競争参加資格者名簿登録業者の中からど
の業者を入札の参加業者とするかなどの業者選定の担当者案を作成できる
立場にあった。

エ(ア)　従来より，宇治市の建設業者の間には，各業者がそれぞれ入札金額を
競い合うと，落札金額が値崩れを起こし，受注した業者にとって利益幅が小
さくなるだけでなく，他の入札にまで競争が波及して落札金額全般に値崩れ
を起こし，宇治の建設業界全体の利益が損なわれるとの共通認識が存在し
た。そのため，協会では，遅くとも昭和４０年ころから，宇治市の発注する公
共工事の入札において，談合を行い，加盟業者が一定の利益を確実に得
られるようにしていた。

(イ)　談合を行う会議は，業者の間で「合理化委員会」と呼ばれており，平成７
年度から平成１１年度までは，協会の事務局長であるａが，その取りまとめ
をしていた。宇治市が建設工事を発注する場合，その入札に関する情報
は，指名業者となった協会加盟業者を通じて，すべてａの下に集められるこ
とになっており，指名業者がはっきりしない場合は，ａの側で，宇治市の入
札関係の仕事を一括して扱っている管財契約課職員に連絡を取り，どうい
った業者が指名業者になっているかなどの必要な情報を手に入れていた。
また，合理化委員会には，協会に加盟している業者だけではなく，協会に加
盟していない業者にも声をかけ，参加してもらっていた。このようにして，被
告らのほか，カシモトコンストラクション株式会社，株式会社南村土建，株式
会社関西義組，株式会社岸本工業所等を加えたグループ（以下「本件グル
ープ」という。）が，談合組織を形成することとなっていた。

(ウ)　各入札について，どの業者が落札するかについては，過去の工事ごとの
落札状況を書いた「星取り表」に基づき，各業者に順番に本命業者が回っ
てくるようにして，各業者がほぼ平等の割合で落札できるように調整がされ
ていた。仮に，複数の業者が１つの工事の受注を巡って対立した場合に
は，組み合わされた２つの業者がそれぞれ話し合い，どちらが落札するか
を決めて勝ち進み，そのようにして勝ち残った業者同士が最終的な話合い
をして落札する業者を１つに絞り込む，通称「リーグ戦」と呼ばれる方法を採
っていた。このようにして落札することが決まった業者のことは，「本命業
者」とか「チャンピオン」などと呼んでいた。

(エ)　ａは，平成７年度及び平成８年度に発注されたＡランク業者の建設工事
の入札については，そのほとんどすべてについて，ｂから設計金額を教えて
もらっていた。ａは，合理化委員会で本命業者となった業者にその金額を教
え，本命業者はそれをもとに入札金額を決定し，他の業者に対しては，自己
の入札金額を記入した紙を渡しておいて，自分が落札できるように他の業
者の入札金額を調整していた。これによって，本命業者は確実に，しかも予
定価格に近い金額で落札することが可能となり，利益を上げていた。

(オ)　平成９年度以降も，同様に合理化委員会による談合が継続して行われ
ていたが，同年度からは，設計金額が事前に公表されることとなったため，



ａが管財契約課職員から設計金額を聞き出す必要はなくなった。もっとも，
今度は，設計金額と予定価格の差額の割合である歩切り率を知りたいとい
う業者が出てきたことから，ａは，ｃに働きかけて，歩切り率を聞き出し，それ
を本命業者に教えていた。本命業者は，歩切り率を知ることによって，従前
以上に，予定価格に近い金額で落札することが可能となり，利益を上げて
いた。

オ　ａ及びｃは，平成１２年１月２７日，入札番号５２の入札に関して，歩切り率を
入札参加業者に教示することにより正規の入札を妨害したという競売入札妨
害の容疑で逮捕された。

(2)　(1)認定のとおり，被告らを含むＡランク業者の間では，古くから「合理化委員
会」と呼ばれる談合組織が形成されており，平成７年度から平成１１年度にかけ
ても，本件グループによって，宇治市が発注する土木建設工事の指名競争入札
が行われるのに先立ち，あらかじめ入札参加業者の中から「本命業者」が決めら
れ，他の入札参加業者が協力して，本命業者に当該工事を確実に落札させるよ
う仕組まれていたものであり，また，本命業者は，ａから教示された設計金額又
は歩切り率を参考にして，できるだけ予定価格に近い価格で入札することによ
り，その利益を図っていたことが認められる。

(3)ア　前記(1)の経緯に，甲１４，甲１５，甲２５ないし甲２７（いずれも，被告廣岡建
設株式会社の代表者，被告株式会社南郷工業建設の取締役，被告共進建設
株式会社の代表者の検察官又は司法警察員に対する供述調書の写し）を総
合すれば，本件各入札のうち，一覧表の番号（以下，一覧表の各入札につい
ては，一覧表の番号で表示する。）４ないし６，１４，２０，２２，３０，３９，４１，４
４，４９ないし６２，６８，７２，７７及び８１の各入札については，一覧表の各入
札に係る「入札参加業者」欄記載の業者による談合があった事実を認めること
ができる。

イ　宇治市に対する調査嘱託の結果によると，本件各入札においては，そのほと
んどが第１回目の入札で落札者が決定されているが，番号７，９，２５，２７，４
０，４４，６３及び６４の各入札は第２回目の入札で，番号１０，１５，１８，１９及
び２３の各入札は第３回目の入札で，それぞれ落札者が決定されていること
が認められる。

前記(1)イ(イ)認定の事実を考慮すると，番号７，９，２５，２７，４０，４４，６３
及び６４の各入札においては，第１回目の入札の最低価格が予定価格を上回
ることになったため，第２回目の入札が行われ，また，番号１０，１５，１８，１９
及び２３の各入札においては，第２回目の入札でもなお入札の最低価格が予
定価格を上回ることになったために，更に第３回目の入札が行われたものと
認められるところ，前記調査嘱託の結果によると，これらの各入札において
は，いずれも，第１回目で最低価格の入札をした者が，第２回目（及び第３回
目）でも最低価格で入札して，最終的に落札していることが認められる。

このように，複数回の入札において，最低価格での入札をした者がいずれ
も同一であることは，事前の談合があったことを強く推認させるものというべき
である。そして，これらの各入札における落札率の水準（一覧表のこれらの各
入札に係る「落札率」欄参照），前記(1)認定の経緯に照らしても，上記各入札
についても，本件グループ（一覧表のこれらの各入札に係る「入札参加業者」
欄記載の業者）による談合があったと認めるのが相当である。

ウ　上記ア及びイのとおり談合があったと認められる各入札と同一期日に実施さ
れ，かつ入札参加業者の大部分がこれと共通する各入札についても，特段の
事情がない限り，同様に談合が行われたことが強く推認されるところ，番号８
の各入札については番号４ないし７及び９の各入札と，番号２９及び３１ないし
３４の各入札については番号３０の入札と，番号６９ないし７１及び７３ないし７
５の各入札については番号７２の入札と，番号７８の入札については番号７７
の入札と，番号７９，８０及び８２ないし８９の各入札については番号８１の入札
と，それぞれ同一期日に実施され，入札参加業者のすべて又は大部分が共
通し，落札率の水準（一覧表のこれらの各入札に係る「落札率」欄参照）等か
らみても，これらの各入札について談合が行われなかったことをうかがわせる
事情はない。したがって，これらの各入札についても，本件グループ（一覧表
のこれらの各入札に係る「入札参加業者」欄記載の業者）による談合があった
と認めるのが相当である。



エ　前記(1)認定のとおり，平成７年度から平成１１年度にかけて行われた入札に
おいては，本件グループによって談合が行われることが常態化していたもので
あり，アからウまでのとおり，本件グループによって繰り返し談合が行われて
いたことが認められる上，一覧表の各入札のうちアからウまで以外のものも，
一覧表のこれらの各入札に係る「落札率」欄のとおり落札率がおおむね９８％
以上という高率となっていることを総合すると，これらの各入札についても，本
件グループによって談合が行われたものと認めるのが相当である。

なお，番号４６及び４７の各入札においては，本件グループに属しない業者
が共同企業体として入札に参加しているが，いずれの共同企業体にも本件グ
ループに属する業者が含まれているのであり，その落札率の水準からみて
も，本件グループに属しない業者が参加したことによって，上記認定に影響を
与えるものではない。

３　談合による宇治市の損害の有無及び額（争点３）について
(1)　前記認定のとおり，本件各入札に際しては，いずれも本件グループによって談

合が行われ，落札予定者（本命業者）があらかじめ決定されており，しかも，ａが
本命業者に設計金額又は歩切り率を教示していたものであるが，このような状
況においては，本命業者は，他の入札参加業者との競争関係を何ら考慮するこ
となく，専らその利益の最大化を図るため，予定価格に極めて近接する金額で
入札を行うことが可能であり，また，実際にそのような入札を行っていたと推認す
ることができるから，このような談合がなく，入札参加業者間の競争によって落札
業者が決定されていた場合と比較して，本件各入札の落札金額が不当につり上
げられたことが推認できる。

そうすると，被告らによる違法な談合によって，宇治市は，本件各入札につい
て，このような談合がなく，入札参加業者間の競争によって落札業者が決定され
ていた場合に想定される落札金額（以下「本件想定落札金額」という。）を前提と
した契約金額と，実際の契約金額との差額分について，それぞれ損害を被った
というべきである。

(2)ア　ところで，甲３９の１ないし１１７によれば，平成１２年度に宇治市で行われた
同種工事に関する入札は，平成７年度ないし平成１１年度と同様の本件グル
ープに属する業者のみが参加する指名競争入札で行われたが，平成１３年度
以降は，一般競争入札，公募型指名競争入札，工事希望型指名競争入札等
の入札制度が採用され，本件グループに属しない業者も参加して行われるよ
うになったこと，平成１２年度に行われた入札の落札率は，全体として本件各
入札の落札率に比べてわずかに低くなっているにとどまるのに対し（もっとも，
落札率が９９％以上になるものはほとんどない。），平成１３年度以降に行わ
れた入札においては，その落札率は，全体として低下し，顕著に落札率の低
いものも多数あり（落札率が５０％台のものも少なくない。），とりわけ本件グル
ープに属しない業者が多く参加して行われた入札において，落札率が低下し
ている傾向が強いことが認められる。

イ　前記認定のとおり，ａ及びｃは，平成１２年１月２７日に競売入札妨害の容疑
で逮捕されたが，その際には，本件グループによる談合の存在についても既
に疑惑が持たれるようになっており，そのことが報道されていた（甲４７）。その
ような状況の下で，その後もなお，本件グループによってそれまでと同様の明
らかな談合行為が行われていたとは認め難い。しかし，前記認定のとおり，宇
治市のＡランク業者による談合は，相当以前から繰り返し行われていたもの
で，平成７年度以降も，本件グループによる談合が常態化していたのであり，
このような経緯に照らせば，ａらの逮捕によって，直ちに，本件グループによる
談合又はこれに類する競争阻害行為がなくなったとも認め難く，その後，相当
期間は，とりわけ，それまでと同様の指名競争入札制度が採られ，入札参加
業者も固定化したままであった平成１２年度においては，なお談合の影響が
続いていたものとも考えられ，同年度の入札における落札率の水準をもって，
直ちに本件想定落札金額を認めることもできない。

ウ　一方，入札制度が変更され，本件グループに属しない業者も入札に参加す
るようになった平成１３年度以降は，本件グループによる談合又はそれに類す
る競争阻害行為が意味をなさなくなり，自由競争に近い状態になったものと考
えられ，実際に，入札参加業者の大半が本件グループに属する業者であるよ
うな場合を除いて，おおむね落札率が低くなっている。しかし，このような変化



は，従前の本件グループの業者を指名業者とする指名競争入札から，一般競
争入札，公募型指名競争入札，工事希望型指名競争入札等の入札制度が採
用され，本件グループに属しない業者も参加して行われるようになったことに
よるところが大きいものと考えられるのであり，平成１２年度までは，入札参加
業者がほぼ固定化していたことからすると，本件グループによる談合がなかっ
たとしても，本件各入札については，平成１３年度以降と同様の低い落札率と
なっていたとは考え難い。更に，平成１３年度以降の入札の中には，最低入札
価格が低入札価格調査基準を大きく下回っているものも少なくなく（甲３９の２
８ないし１１７），過当な競争が行われていたこともうかがわれ，平成１３年度以
降の入札の落札率の水準をもって，直ちに本件想定落札金額を認定すること
もできない。

エ　以上を総合すれば，仮に，本件各入札において，本件グループによる談合
が行われなかったとしても，指名競争入札制度が長期間維持され，入札参加
業者が本件グループの業者に固定化されていた状況にあった平成７年度ない
し平成１１年度においては，落札率が顕著に低下していたものとはいえない
が，なお入札参加業者間の競争により，一定程度の低下は見込まれるという
べきであり，少なくとも，本件想定落札金額は，各入札の予定価格の９５％を
上回ることはなかったものと認めるのが相当である。

(3)　よって，本件各入札について，仮に本件グループによる談合がなければ，宇治
市は各予定価格の９５％相当額にそれぞれの年度の消費税相当額（平成７年度
及び平成８年度は３％（ただし番号４０及び４１は５％），平成９年度以降は５％）
を加算した額を工事代金額として契約することができたのであるから，実際の契
約金額との差額について，損害を被ったというべきである。

ただし，番号１８の入札については，第３回目の入札によってもなお最低入札
金額が予定価格を上回って，入札は不調となり，宇治市は最低金額を入札した
株式会社南村土建と随意契約を行ったものである。契約金額の決定に当たっ
て，談合による入札金額の高騰の影響が皆無であったとまではいえないが，宇
治市は，株式会社南村土建との交渉を経て任意にこれを決定した以上，被告ら
の談合と宇治市の損害との間に相当因果関係を認めることはできない。

(4)　そうすると，番号１８を除く本件各入札について，「入札参加業者」欄に記載さ
れた被告らは，宇治市に対し，談合による不法行為責任を負うというべきであ
り，これによって宇治市に生じた損害額は，一覧表の当該入札に該当する「損害
額」欄記載のとおりとなる。

４　以上のとおり，原告らの本訴請求は，番号１８を除く本件各入札について，一覧表
の「入札参加業者」欄記載の各被告に対し，それぞれ，当該「入札参加業者」欄記
載の他の被告らと連帯して，当該入札の一覧表「損害額」欄記載の金員（被告ごと
の合計額は，別紙３「被告別一覧表」のとおりである。）及びこれに対する訴状送達
の日の翌日から支払済みまで民法所定年５分の割合による遅延損害金を宇治市
に支払うよう求める限度で理由があるからこれを認容し，その余については理由が
ないからこれを棄却することとし，訴訟費用の負担について行政事件訴訟法７条，
民事訴訟法６１条，６５条１項，６４条本文に従い，主文のとおり判決する。

なお，認容部分についての仮執行宣言は，相当でないからこれを付さない。

京都地方裁判所第３民事部

裁判長裁判官　　　　水　上　　敏

裁判官      　　下馬場　直　志

裁判官      　　財　賀　理　行





（別紙２）　入札一覧表

（凡例）

①：被告株式会社青木組 ⑥：被告株式会社塚﨑土木 ⑪：被告安田建設株式会社

②：被告奥田建設工業株式会社 ⑦：被告株式会社南郷工業建設 ⑫：被告新栄建設株式会社

③：被告共進建設株式会社 ⑧：被告廣岡建設株式会社 ⑬：被告株式会社京都現代建設（旧株

④：被告株式会社粂田建設 ⑨：被告藤林建設株式会社 ⑭：被告玉井建設株式会社

⑤：被告株式会社小山組 ⑩：被告株式会社星山組

損害額＝落札金額×１．０３（番号３９まで）又は１．０５（番号４０以降）－予定価格×０．９５×１．０３（番号３９まで）又は１．０５（番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円未満は切り捨て）　

No 工事名 入札日 入札参加業者(下線は落札業者)
設計金額
(円・税抜)

予定価格
(円・税抜)

落札金
(円・税

1 下水道管渠補修工事 H7.5.18
①，②，③，④，⑤，⑦，⑧，⑨，⑩，⑬，⑭，ｶ
ｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

1,700,119 1,665,744 1,660

4
大久保関連面整備（山ノ内その１）
管渠建設工事

H7.6.28
①，③，④，⑤，⑦，⑧，⑩，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ
ｼｮﾝ㈱

75,541,000 74,445,000 74,000

5
小倉関連面整備（南遊田）管渠建
設工事

H7.6.28
①，②，③，⑤，⑦，⑧，⑩，⑬，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝ
ｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

120,594,000 118,663,000 118,000

6
東宇治１号関連面整備（北ノ庄そ
の１）管渠建設工事

H7.6.28
①，②，④，⑤，⑧，⑨，⑩，⑬，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝ
ｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

111,873,000 109,972,000 109,500

7
東宇治４号関連面整備（南端）管渠
建設工事

H7.6.28
①，②，④，⑤，⑧，⑨，⑩，⑭，㈱関西義
組，㈱南村土建

81,031,000 79,910,000 78,950

8
小倉関連面整備（西浦その１）管渠
建設工事

H7.6.28
②，③，④，⑦，⑧，⑨，⑩，⑬，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ
ｼｮﾝ㈱，㈱関西義組

67,189,000 66,239,000 65,700

9
市営住宅小倉中畑団地建替事業
に伴う敷地造成工事

H7.6.28
②，③，⑤，⑦，⑧，⑨，⑩，⑬，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝ
ｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

145,418,000 141,529,000 141,500

10
砂田関連面整備（遊田）管渠建設
工業

H7.6.30 ③，⑧，⑩，⑬，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱ 10,347,000 10,177,000 10,100

11 井川河川改良工事 H7.8.25
①，③，④，⑦，⑧，⑨，⑩，⑬，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝ
ｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

127,883,000 125,600,000 125,100

12
京阪宇治駅前交通広場道路改築
等工事

H7.8.25
②，③，④，⑤，⑧，⑩，⑬，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ
ｼｮﾝ㈱，㈱南村土建

61,376,000 60,426,000 60,000

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第
２工区工事・小倉関連面整備（西浦
その２）管渠建設工事（合冊）

H7.8.25
①，②，③，④，⑤，⑦，⑨，⑬，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝ
ｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

118,298,000 116,325,000 115,700

14
下居大久保線（都市局）道路改良
工事・広野町宮谷地区（下居大久
保線）排水路新設工事（合冊）

H7.9.25
②，③，⑤，⑦，⑧，⑨，⑩，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ
ｼｮﾝ㈱，㈱南村土建

69,879,000 68,383,000 68,300

15 無水源簡易水道送水管布設工事 H7.7.25
①，②，③，④，⑤，⑦，⑧，⑨，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝ
ｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

149,043,000 144,301,000 144,000

18
莵道１１５号線源氏物語散策の道
整備工事

H7.11.9
①，②，③，⑤，⑦，⑧，⑩，⑬，㈱関西義
組，㈱南村土建

59,075,000 58,011,000 57,300

広野４号（三軒家谷川）河川改修工 ① ② ④ ⑤ ⑦ ⑨ ⑩ ⑭ ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ



14
下居大久保線（都市局）道路改良
工事・広野町宮谷地区（下居大久
保線）排水路新設工事（合冊）

H7.9.25
②，③，⑤，⑦，⑧，⑨，⑩，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ
ｼｮﾝ㈱，㈱南村土建

69,879,000 68,383,000 68,300

15 無水源簡易水道送水管布設工事 H7.7.25
①，②，③，④，⑤，⑦，⑧，⑨，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝ
ｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱，㈱関西義組，㈱南村土建

149,043,000 144,301,000 144,000

18
莵道１１５号線源氏物語散策の道
整備工事

H7.11.9
①，②，③，⑤，⑦，⑧，⑩，⑬，㈱関西義
組，㈱南村土建

59,075,000 58,011,000 57,300

19
広野４号（三軒家谷川）河川改修工
事

H7.11.9
①，②，④，⑤，⑦，⑨，⑩，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ
ｼｮﾝ㈱，㈱関西義組

73,180,000 71,816,000 71,250

20 仙郷山２号林道開設工事 H7.11.27
①，②，③，④，⑧，⑨，⑩，⑬，⑭，㈱南村
土建

45,385,000 44,495,000 44,000

21 下水道管渠補修工事（その２） H7.12.7 ②，③，⑧，⑩，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ㈱ 9,705,000 9,506,000 9,400

22 白川林道（第２工区）開設工事 H8.1.12
①，③，⑤，⑦，⑧，⑨，⑬，⑭，ｶｼﾓﾄｺﾝｽﾄﾗｸ
ｼｮﾝ㈱，㈱南村土建

93,194,000 91,825,000 90,400





（別紙３）　被告別一覧表

① 被告株式会社青木組

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工事

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

11 井川河川改良工事 5,953,400 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設工

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設工

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設工

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事           3,115,544 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠建

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠建

22 白川林道（第２工区）開設工事           3,261,238 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠建

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設工

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工事

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工事

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設工

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事           2,791,215

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事           3,092,723

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事           5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事 4 847 588



55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事          4,934,633

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事           5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事           4,847,588

66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建設工事           5,038,478

67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事           3,561,705

68 （仮称）白川林道開設工事（その１）           9,737,018

69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業           3,279,938

70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設工業           2,480,468

71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事           4,089,803

72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事           2,706,533





② 被告奥田建設工業株式会社

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 61 源氏ミュージアム駐車場整備工事ほか

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 （仮）大垣内山本線道路新設工事

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 神明宮西耐震性貯水槽設置工事

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 63 主排３号親水緑道整備工事

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 68 （仮称）白川林道開設工事（その１）

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設工

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事           3,115,544 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工事

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工事

21 下水道管渠補修工事（その２）             380,379 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

23 白川新池改修工事           1,506,221 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

25 下水道管渠補修工事             122,537 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

27 道路反射鏡設置工事             186,688 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設工

28 京阪宇治駅前交通広場道路改築工事           2,507,123 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

29 槙島関連面整備（一ノ坪）管渠建設工事           2,528,805 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設工

31 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事           3,174,666 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設工

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠建

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事           2,795,626 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠建

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠建

37 十一外線交通安全施設等整備工事           3,108,901 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設工

38 下水道管渠（コミプラ分）補修工事             311,884 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工事

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工事

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事 3 023 423



41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事          4,677,278 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事           3,023,423

51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事           2,791,215

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事           3,510,570

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685





③ 被告共進建設株式会社

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 61 源氏ミュージアム駐車場整備工事ほか

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 （仮）大垣内山本線道路新設工事

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 神明宮西耐震性貯水槽設置工事

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 64 承水溝３号身近な水辺環境整備工事

10 砂田関連面整備（遊田）管渠建設工業 444,806 66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建

11 井川河川改良工事 5,953,400 67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 68 （仮称）白川林道開設工事（その１）

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設工

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工事

21 下水道管渠補修工事（その２）             380,379 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工事

22 白川林道（第２工区）開設工事           3,261,238 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

23 白川新池改修工事           1,506,221 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

25 下水道管渠補修工事             122,537 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

27 道路反射鏡設置工事             186,688 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設工

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事           2,795,626 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設工

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設工

36 炭山（第２工区）配水管布設工事           2,252,507 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠建

37 十一外線交通安全施設等整備工事           3,108,901 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠建

38 下水道管渠（コミプラ分）補修工事             311,884 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠建

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設工

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工事

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工事

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設工

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事 4 008 795



41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事          4,677,278 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工事

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設工

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事           3,510,570

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685





④ 被告株式会社粂田建設

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

11 井川河川改良工事 5,953,400 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事           3,115,544 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

23 白川新池改修工事           1,506,221 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

27 道路反射鏡設置工事             186,688 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

28 京阪宇治駅前交通広場道路改築工事           2,507,123 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

30 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事           1,973,480 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

31 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事           3,174,666 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事           2,795,626 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

37 十一外線交通安全施設等整備工事           3,108,901 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事           2,791,215

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事           3,092,723

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

61 源氏ミ ジアム駐車場整備工事ほか 2 978 063



51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事          2,791,215

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事           3,092,723

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

61 源氏ミュージアム駐車場整備工事ほか           2,978,063

（仮）大垣内山本線道路新設工事  -

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事           5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建設工事           5,038,478

67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事           3,561,705

68 （仮称）白川林道開設工事（その１）           9,737,018





⑤ 被告株式会社小山組

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事           3,115,544 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

22 白川林道（第２工区）開設工事           3,261,238 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

23 白川新池改修工事           1,506,221 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

27 道路反射鏡設置工事             186,688 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

29 槙島関連面整備（一ノ坪）管渠建設工事           2,528,805 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

31 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事           3,174,666 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

36 炭山（第２工区）配水管布設工事           2,252,507 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事           3,023,423

51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事           2,791,215

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事 5 100 375



51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事          2,791,215

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事           5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事           4,847,588

66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建設工事           5,038,478

67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事           3,561,705

68 （仮称）白川林道開設工事（その１）           9,737,018

69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業           3,279,938





⑦ 被告株式会社南郷工業建設

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 68 （仮称）白川林道開設工事（その１）

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

11 井川河川改良工事 5,953,400 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事           3,115,544 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

22 白川林道（第２工区）開設工事           3,261,238 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

23 白川新池改修工事           1,506,221 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

30 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事           1,973,480 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

31 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事           3,174,666 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

36 炭山（第２工区）配水管布設工事           2,252,507 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

37 十一外線交通安全施設等整備工事           3,108,901 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事           3,023,423

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事           3,092,723

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事 3 510 570



49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事          4,008,795

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事           3,023,423

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事           3,092,723

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事           3,510,570

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事           5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

64 承水溝３号身近な水辺環境整備工事           2,927,243

65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事           4,847,588

66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建設工事           5,038,478

67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事           3,561,705





⑧ 被告廣岡建設株式会社

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 61 源氏ミュージアム駐車場整備工事ほか

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 （仮）大垣内山本線道路新設工事

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 神明宮西耐震性貯水槽設置工事

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 64 承水溝３号身近な水辺環境整備工事

10 砂田関連面整備（遊田）管渠建設工業 444,806 66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠

11 井川河川改良工事 5,953,400 67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 68 （仮称）白川林道開設工事（その１）

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

21 下水道管渠補修工事（その２）             380,379 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

22 白川林道（第２工区）開設工事           3,261,238 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

23 白川新池改修工事           1,506,221 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

25 下水道管渠補修工事             122,537 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

27 道路反射鏡設置工事             186,688 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

28 京阪宇治駅前交通広場道路改築工事           2,507,123 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

29 槙島関連面整備（一ノ坪）管渠建設工事           2,528,805 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事           2,795,626 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

36 炭山（第２工区）配水管布設工事           2,252,507 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

38 下水道管渠（コミプラ分）補修工事             311,884 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事 10 157 070



39 主排３号排水路親水緑道整備工事          5,137,125 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事           3,023,423

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428





⑨ 被告藤林建設株式会社

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 神明宮西耐震性貯水槽設置工事

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 63 主排３号親水緑道整備工事

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事

11 井川河川改良工事 5,953,400 68 （仮称）白川林道開設工事（その１）

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事           3,115,544 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

22 白川林道（第２工区）開設工事           3,261,238 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

25 下水道管渠補修工事             122,537 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

27 道路反射鏡設置工事             186,688 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

28 京阪宇治駅前交通広場道路改築工事           2,507,123 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

29 槙島関連面整備（一ノ坪）管渠建設工事           2,528,805 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

30 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事           1,973,480 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

31 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事           3,174,666 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事           2,795,626 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

36 炭山（第２工区）配水管布設工事           2,252,507 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

38 下水道管渠（コミプラ分）補修工事             311,884 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事 4 934 633



44 折居台配水池建設工事          9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事           3,510,570

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

61 源氏ミュージアム駐車場整備工事ほか           2,978,063

（仮）大垣内山本線道路新設工事  -





⑩ 被告株式会社星山組

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 61 源氏ミュージアム駐車場整備工事ほか

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 （仮）大垣内山本線道路新設工事

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 神明宮西耐震性貯水槽設置工事

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 64 承水溝３号身近な水辺環境整備工事

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠

10 砂田関連面整備（遊田）管渠建設工業 444,806 67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事

11 井川河川改良工事 5,953,400 68 （仮称）白川林道開設工事（その１）

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事           3,115,544 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

21 下水道管渠補修工事（その２）             380,379 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

23 白川新池改修工事           1,506,221 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

25 下水道管渠補修工事             122,537 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

27 道路反射鏡設置工事             186,688 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

28 京阪宇治駅前交通広場道路改築工事           2,507,123 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

29 槙島関連面整備（一ノ坪）管渠建設工事           2,528,805 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

36 炭山（第２工区）配水管布設工事           2,252,507 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

37 十一外線交通安全施設等整備工事           3,108,901 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

38 下水道管渠（コミプラ分）補修工事             311,884 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事 7 274 768



40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事        39,315,938 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事           3,023,423

51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事           2,791,215

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

56 大久保関連面整備（南ノ口）管渠建設工事           3,049,620

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428





⑪ 被告安田建設株式会社

No 工事名  損害額(円) No 工事名

27 道路反射鏡設置工事             186,688 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

28 京阪宇治駅前交通広場道路改築工事           2,507,123 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

29 槙島関連面整備（一ノ坪）管渠建設工事           2,528,805 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

30 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事           1,973,480 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

31 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事           3,174,666 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事           2,795,626 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

36 炭山（第２工区）配水管布設工事           2,252,507 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

37 十一外線交通安全施設等整備工事           3,108,901 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

41 東宇治１号関連面整備（野添その１）管渠建設工事           4,677,278 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２           5,097,960

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

45 道路反射鏡，防護冊設置工事             117,285

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事           4,008,795

51 小倉関連面整備（南堀池）管渠建設工事           2,791,215

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事           3,092,723

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

61 源氏ミュージアム駐車場整備工事ほか           2,978,063

（仮）大垣内山本線道路新設工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事           4,847,588

66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建設工事           5,038,478

67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事           3,561,705

68 （仮称）白川林道開設工事（その１）           9,737,018

69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業           3,279,938

70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設工業           2,480,468

71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事           4,089,803

72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事 2 706 533



65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事          4,847,588

66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建設工事           5,038,478

67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事           3,561,705

68 （仮称）白川林道開設工事（その１）           9,737,018

69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業           3,279,938

70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設工業           2,480,468

71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事           4,089,803

72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事           2,706,533

73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工事           3,160,395

74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工事           4,674,863

75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建設工事           2,525,565

76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事           7,135,275

77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工事           3,460,170

78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事           3,508,050

79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設工事           4,489,538



84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠建設工事           4,791,045

85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠建設工事           3,751,230

86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設工事           4,874,625

87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工事           3,460,800

88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工事           3,304,613

89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設工事           2,307,533

合計 80,016,569      円



⑬ 被告株式会社京都現代建設（旧株式会社玉井組）

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

8 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事 2,856,139 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

10 砂田関連面整備（遊田）管渠建設工業 444,806 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

11 井川河川改良工事 5,953,400 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠

18 莵道１１５号線源氏物語散策の道整備工事  - 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

20 仙郷山２号林道開設工事           1,781,643 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

22 白川林道（第２工区）開設工事           3,261,238 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠

23 白川新池改修工事           1,506,221 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事           8,201,066 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事           5,281,377 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事           2,795,626 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事           3,730,351 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

39 主排３号排水路親水緑道整備工事           5,137,125 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938

44 折居台配水池建設工事           9,253,388

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事           7,274,768

50 小倉関連面整備（西浦）管渠建設工事           3,023,423

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事           6,707,820

54 東宇治１号関連面整備（古川その２）管渠建設工事           2,535,120

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事           4,934,633

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事           4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事           3,510,570

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事           5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

64 承水溝３号身近な水辺環境整備工事 2 927 243



57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事          4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事           4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事           3,510,570

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事           4,640,685

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事           5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事           6,027,000

64 承水溝３号身近な水辺環境整備工事           2,927,243

65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事           4,847,588

66 東宇治１号関連面整備（野添その３）管渠建設工事           5,038,478

67 伊勢田関連面整備（北山）管渠建設工事           3,561,705

68 （仮称）白川林道開設工事（その１）           9,737,018

69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業           3,279,938

70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設工業           2,480,468

71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事           4,089,803





⑭ 被告玉井建設株式会社

No 工事名  損害額(円) No 工事名

1 下水道管渠補修工事 79,870 69 小倉関連面整備（南浦）管渠建設工業

4 大久保関連面整備（山ノ内その１）管渠建設工事 3,375,568 70 小倉関連面整備（南堀池その２）管渠建設

5 小倉関連面整備（南遊田）管渠建設工事 5,428,255 71 開関連面整備（新成田）管渠建設工事

6 東宇治１号関連面整備（北ノ庄その１）管渠建設工事 5,177,398 72 槇島関連整備（里尻）管渠建設工事

7 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事 3,126,565 73 東宇治１号関連面整備（梅林）管渠建設工

9 市営住宅小倉中畑団地建替事業に伴う敷地造成工事 7,258,874 74 東宇治１号関連面整備（新開）管渠建設工

11 井川河川改良工事 5,953,400 75 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

12 京阪宇治駅前交通広場道路改築等工事 2,673,159 76 承水溝３号身近な水辺環境再生工事

13
小倉町西浦主排３号排水路改良第２工区工事・小倉
関連面整備（西浦その２）管渠建設工事（合冊） 5,346,988 77 砂田汚水幹線系統（砂田地区）管渠建設工

14
下居大久保線（都市局）道路改良工事・広野町宮谷地
区（下居大久保線）排水路新設工事（合冊） 3,436,235 78 開関連面整備(開その１）管渠建設工事

15 無水源簡易水道送水管布設工事 7,121,472 79 小倉関連面整備（南掘池その４）管渠建設

19 広野４号（三軒家谷川）河川改修工事          3,115,544 80 東宇治５号関連面整備（西浦その２）管渠建

20 仙郷山２号林道開設工事          1,781,643 81 小倉関連面整備（南掘池その３）管渠建設

22 白川林道（第２工区）開設工事          3,261,238 82 東宇治５号関連面整備（芝ノ東）管渠建設

26 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事          8,201,066 83 東宇治５号関連面整備（西浦その１）管渠建

30 小倉関連面整備（西浦その１）管渠建設工事          1,973,480 84 東宇治１号関連面整備（折坂その１）管渠建

31 東宇治４号関連面整備（南端）管渠建設工事          3,174,666 85 東宇治１号関連面整備（折坂その２）管渠建

32 東宇治１号関連面整備（寺界道・大林）管渠建設工事          5,281,377 86 槇島関連面整備（南落合その３）管渠建設

33 東宇治１号関連面整備（西浦）管渠建設工事          2,795,626 87 小倉関連面整備（山際その１）管渠建設工

34 槙島汚水幹線系統（本屋敷地区）管渠建設工事          3,730,351 88 小倉関連面整備（山際その２）管渠建設工

36 炭山（第２工区）配水管布設工事          2,252,507 89 伊勢田関連面整備（毛語その２）管渠建設

39 主排３号排水路親水緑道整備工事          5,137,125

40 （仮称）宇治市総合野外活動センター造成工事         39,315,938

43 志津川コミニティ・プラント（管渠)建設工事その２          5,097,960

44 折居台配水池建設工事          9,253,388

46 小倉汚水幹線系統（南浦地区）管渠建設工事         10,439,363

47 東宇治５号汚水幹線系統（芝ノ東地区）管渠建設工事         10,157,070

48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事          7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事          4,008,795

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事          6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事          3,092,723

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事          4,934,633

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事          4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事          4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事 3 510 570



48 東宇治１号関連面整備（野添その２）管渠建設工事         7,274,768

49 伊勢田関連面整備（毛語）管渠建設工事          4,008,795

52 東宇治１号関連面整備（古川その１）管渠建設工事          6,707,820

53 東宇治１号関連面整備（古川その３）管渠建設工事          3,092,723

55 東宇治１号関連面整備（平野）管渠建設工事          4,934,633

57 槙島関連面整備（里尻）管渠建設工事          4,173,383

58 槙島関連面整備（南落合）管渠建設工事          4,113,428

59 槙島関連面整備（落合その１）管渠建設工事          3,510,570

60 槙島関連面整備（落合その２）管渠建設工事          4,640,685

62 神明宮西市営住宅建替事業に伴う敷地造成工事          5,100,375

神明宮西耐震性貯水槽設置工事  -

63 主排３号親水緑道整備工事          6,027,000

64 承水溝３号身近な水辺環境整備工事          2,927,243

65 宇治橋若森線電線共同溝新設工事          4,847,588

68 （仮称）白川林道開設工事（その１）          9,737,018




